
○
文
部
科
学
省
告
示
第
四
十
二
号

公
立
の
義
務
教
育
諸
学
校
等
の
教
育
職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
特
別
措
置
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
七

年
法
律
第
六
十
八
号
）
の
施
行
に
伴
い
、
及
び
関
係
法
令
の
規
定
に
基
づ
き
、
公
立
の
義
務
教
育
諸
学
校
等
の
教
育
職

員
の
給
与
等
に
関
す
る
特
別
措
置
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
文
部
科
学
省
関
係
告
示
の
整
備
に
関

す
る
告
示
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
八
年
三
月
九
日

文
部
科
学
大
臣　

松
本　

洋
平　

公
立
の
義
務
教
育
諸
学
校
等
の
教
育
職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
特
別
措
置
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施

行
に
伴
う
文
部
科
学
省
関
係
告
示
の
整
備
に
関
す
る
告
示

（
社
会
教
育
主
事
補
の
職
と
同
等
以
上
の
職
及
び
社
会
教
育
に
関
係
の
あ
る
事
業
に
お
け
る
業
務
で
あ
っ
て
、
社
会

教
育
主
事
と
し
て
必
要
な
知
識
又
は
技
能
の
習
得
に
資
す
る
も
の
並
び
に
教
育
に
関
す
る
職
の
指
定
の
一
部
改
正
）

第
一
条　

社
会
教
育
主
事
補
の
職
と
同
等
以
上
の
職
及
び
社
会
教
育
に
関
係
の
あ
る
事
業
に
お
け
る
業
務
で
あ
っ
て
、

社
会
教
育
主
事
と
し
て
必
要
な
知
識
又
は
技
能
の
習
得
に
資
す
る
も
の
並
び
に
教
育
に
関
す
る
職
の
指
定
（
平
成
八

年
文
部
省
告
示
第
百
四
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ

る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。

別添２ 



改　

正　

後

改　

正　

前

社
会
教
育
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
七
号
）
第
九
条
の
四
第
一
号
及
び
第

社
会
教
育
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
七
号
）
第
九
条
の
四
第
一
号
及
び
第

二
号
の
規
定
に
基
き
、
社
会
教
育
に
関
係
の
あ
る
職
及
び
教
育
に
関
す
る
職
を
次
の

二
号
の
規
定
に
基
き
、
社
会
教
育
に
関
係
の
あ
る
職
及
び
教
育
に
関
す
る
職
を
次
の

と
お
り
指
定
す
る
。

と
お
り
指
定
す
る
。

一
・
二　

[

略]

　

一
・
二　

[

同
上]

 

三　

社
会
教
育
法
第
九
条
の
四
第
二
号
に
規
定
す
る
教
育
に
関
す
る
職
は
次
の
と
お

三　

社
会
教
育
法
第
九
条
の
四
第
二
号
に
規
定
す
る
教
育
に
関
す
る
職
は
次
の
と
お

り
と
す
る
。

り
と
す
る
。

１　

学
校
教
育
法
第
一
条
に
規
定
す
る
学
校
及
び
就
学
前
の
子
ど
も
に
関
す
る
教

１　

学
校
教
育
法
第
一
条
に
規
定
す
る
学
校
及
び
就
学
前
の
子
ど
も
に
関
す
る
教

育
、
保
育
等
の
総
合
的
な
提
供
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
八
年
法
律
第

育
、
保
育
等
の
総
合
的
な
提
供
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
八
年
法
律
第

七
十
七
号
）
第
二
条
第
七
項
に
規
定
す
る
幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
（
以
下

七
十
七
号
）
第
二
条
第
七
項
に
規
定
す
る
幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
（
以
下

「
幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
」
と
い
う
。
）
の
学
長
、
校
長
（
園
長
を
含
む
。
）
、

「
幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
」
と
い
う
。
）
の
学
長
、
校
長
（
園
長
を
含
む
。
）
、

副
校
長
（
副
園
長
を
含
む
。
）
、
副
学
長
、
学
部
長
、
教
授
、
准
教
授
、
助
教
、

副
校
長
（
副
園
長
を
含
む
。
）
、
副
学
長
、
学
部
長
、
教
授
、
准
教
授
、
助
教
、

助
手
、
講
師
（
常
時
勤
務
す
る
者
に
限
る
。
）
、
教
頭
、
主
幹
教
諭
（
幼
保
連

助
手
、
講
師
（
常
時
勤
務
す
る
者
に
限
る
。
）
、
教
頭
、
主
幹
教
諭
（
幼
保
連

携
型
認
定
こ
ど
も
園
の
主
幹
養
護
教
諭
及
び
主
幹
栄
養
教
諭
を
含
む
。
）
、
指

携
型
認
定
こ
ど
も
園
の
主
幹
養
護
教
諭
及
び
主
幹
栄
養
教
諭
を
含
む
。
）
、
指

導
教
諭
、
主
務
教
諭
（
幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
の
主
務
養
護
教
諭
及
び
主

導
教
諭
、
教
諭
、
助
教
諭
、
養
護
教
諭
、
養
護
助
教
諭
、
栄
養
教
諭
、
主
幹
保

務
栄
養
教
諭
を
含
む
。
）
、
教
諭
、
助
教
諭
、
養
護
教
諭
、
養
護
助
教
諭
、
栄

育
教
諭
、
指
導
保
育
教
諭
、
保
育
教
諭
、
助
保
育
教
諭
、
実
習
助
手
、
寄
宿
舎

養
教
諭
、
主
幹
保
育
教
諭
、
指
導
保
育
教
諭
、
主
務
保
育
教
諭
、
保
育
教
諭
、

指
導
員
、
事
務
職
員
（
常
時
勤
務
す
る
者
に
限
り
、
単
純
な
労
務
に
雇
用
さ
れ

助
保
育
教
諭
、
実
習
助
手
、
寄
宿
舎
指
導
員
、
事
務
職
員
（
常
時
勤
務
す
る
者

る
者
を
除
く
。
）
及
び
学
校
栄
養
職
員
（
学
校
給
食
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律

に
限
り
、
単
純
な
労
務
に
雇
用
さ
れ
る
者
を
除
く
。
）
及
び
学
校
栄
養
職
員
（
学

第
百
六
十
号
）
第
七
条
に
規
定
す
る
職
員
の
う
ち
栄
養
の
指
導
及
び
管
理
を
つ

校
給
食
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
六
十
号
）
第
七
条
に
規
定
す
る
職
員
の

か
さ
ど
る
主
幹
教
諭
並
び
に
栄
養
教
諭
以
外
の
者
を
い
い
、
同
法
第
六
条
に
規

う
ち
栄
養
の
指
導
及
び
管
理
を
つ
か
さ
ど
る
主
幹
教
諭
及
び
主
務
教
諭
並
び
に

定
す
る
施
設
の
当
該
職
員
を
含
む
。
）
の
職

栄
養
教
諭
以
外
の
者
を
い
い
、
同
法
第
六
条
に
規
定
す
る
施
設
の
当
該
職
員
を

含
む
。
）
の
職

２
～
４　

[

略]

２
～
４　

[

同
上]



備
考　

表
中
の[

　

]

の
記
載
は
注
記
で
あ
る
。

 



　

（
学
校
教
育
法
施
行
規
則
第
七
十
七
条
の
二
の
規
定
に
基
づ
き
、
授
業
を
、
多
様
な
メ
デ
ィ
ア
を
高
度
に
利
用
し
て

 
、
当
該
授
業
を
行
う
教
室
等
以
外
の
場
所
で
履
修
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
場
合
を
定
め
る
件
の
一
部
改
正
）

第
二
条　

学
校
教
育
法
施
行
規
則
第
七
十
七
条
の
二
の
規
定
に
基
づ
き
、
授
業
を
、
多
様
な
メ
デ
ィ
ア
を
高
度
に
利
用

し
て
、
当
該
授
業
を
行
う
教
室
等
以
外
の
場
所
で
履
修
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
場
合
を
定
め
る
件
（
令
和
元
年
文
部

 

科
学
省
告
示
第
五
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規

 

定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。

  



改　
　
　
　

正　
　
　
　

後

改　
　
　
　

正　
　
　
　

前

学
校
教
育
法
施
行
規
則
第
七
十
七
条
の
二
（
同
令
第
七
十
九
条
の
八
第
二
項
、
第

学
校
教
育
法
施
行
規
則
第
七
十
七
条
の
二
（
同
令
第
七
十
九
条
の
八
第
二
項
、
第

百
十
三
条
第
二
項
及
び
第
百
三
十
五
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）

百
十
三
条
第
二
項
及
び
第
百
三
十
五
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）

の
規
定
に
基
づ
き
、
授
業
を
、
多
様
な
メ
デ
ィ
ア
を
高
度
に
利
用
し
て
、
当
該
授
業

の
規
定
に
基
づ
き
、
授
業
を
、
多
様
な
メ
デ
ィ
ア
を
高
度
に
利
用
し
て
、
当
該
授
業

を
行
う
教
室
等
以
外
の
場
所
で
履
修
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
場
合
は
、
中
学
校
、
義

を
行
う
教
室
等
以
外
の
場
所
で
履
修
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
場
合
は
、
中
学
校
、
義

務
教
育
学
校
の
後
期
課
程
、
中
等
教
育
学
校
の
前
期
課
程
又
は
特
別
支
援
学
校
の
中

務
教
育
学
校
の
後
期
課
程
、
中
等
教
育
学
校
の
前
期
課
程
又
は
特
別
支
援
学
校
の
中

学
部
（
以
下
「
中
学
校
等
」
と
い
う
。
）
に
お
い
て
、
生
徒
の
教
育
上
適
切
な
配
慮

学
部
（
以
下
「
中
学
校
等
」
と
い
う
。
）
に
お
い
て
、
生
徒
の
教
育
上
適
切
な
配
慮

が
な
さ
れ
て
い
る
も
の
と
し
て
次
の
各
号
に
掲
げ
る
基
準
を
満
た
し
て
い
る
と
認
め

が
な
さ
れ
て
い
る
も
の
と
し
て
次
の
各
号
に
掲
げ
る
基
準
を
満
た
し
て
い
る
と
認
め

ら
れ
る
場
合
と
す
る
。 

ら
れ
る
場
合
と
す
る
。 

一
・
二 

 
[

略]
 

一
・
二 

 
[

同
上]

 

 
 

三　

[

略]

三　

[

同
上]

 
 

イ　

[

略]

イ　

[

同
上]

ロ　

免
許
法
第
十
六
条
の
五
第
二
項
の
教
科
又
は
教
科
の
領
域
の
一
部
に
係
る
事

ロ　

免
許
法
第
十
六
条
の
五
第
二
項
の
教
科
又
は
教
科
の
領
域
の
一
部
に
係
る
事

項
に
つ
い
て
高
等
学
校
の
教
諭
の
免
許
状
（
特
別
支
援
学
校
の
中
学
部
の
主
幹

項
に
つ
い
て
高
等
学
校
の
教
諭
の
免
許
状
（
特
別
支
援
学
校
の
中
学
部
の
主
幹

教
諭
、
指
導
教
諭
、
主
務
教
諭
、
教
諭
又
は
講
師
と
な
る
場
合
は
、
高
等
学
校

教
諭
、
指
導
教
諭
、
教
諭
又
は
講
師
と
な
る
場
合
は
、
高
等
学
校
の
教
諭
の
免

の
教
諭
の
免
許
状
及
び
特
別
支
援
学
校
の
教
員
の
免
許
状
）
を
有
す
る
者
で
あ

許
状
及
び
特
別
支
援
学
校
の
教
員
の
免
許
状
）
を
有
す
る
者
で
あ
る
当
該
中
学

る
当
該
中
学
校
等
の
教
員
が
、
そ
れ
ぞ
れ
そ
の
免
許
状
に
係
る
教
科
に
相
当
す

校
等
の
教
員
が
、
そ
れ
ぞ
れ
そ
の
免
許
状
に
係
る
教
科
に
相
当
す
る
教
科
又
は

る
教
科
又
は
同
項
の
教
科
に
関
す
る
事
項
で
文
部
科
学
省
令
で
定
め
る
も
の
の

同
項
の
教
科
に
関
す
る
事
項
で
文
部
科
学
省
令
で
定
め
る
も
の
の
教
授
又
は
実

 
 

教
授
又
は
実
習
を
担
任
す
る
場
合

習
を
担
任
す
る
場
合

四
～
七　

[

略]

　

四
～
七　

[

同
上]

　

備
考　

表
中
の[

　

]

の
記
載
は
注
記
で
あ
る
。

 



（
公
立
の
小
学
校
等
の
校
長
及
び
教
員
と
し
て
の
資
質
の
向
上
に
関
す
る
指
標
の
策
定
に
関
す
る
指
針
の
一
部
改
正

）
第
三
条　

公
立
の
小
学
校
等
の
校
長
及
び
教
員
と
し
て
の
資
質
の
向
上
に
関
す
る
指
標
の
策
定
に
関
す
る
指
針
（
令
和

四
年
文
部
科
学
省
告
示
第
百
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

三
の
１
の

中
、
「指

導
教
諭

」
の
下
に
、
「

主
務
教
諭

（幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
の
主
務
養
護
教
諭
及

（2）

、

び
主
務
栄
養
教
諭
を
含
む

。

）
」
を
、
「指

導
保
育
教
諭

」
の
下
に
、
「

主
務
保
育
教
諭

」
を
加
え
る
。

、



附　

則

こ
の
告
示
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。




